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平成２７年７月７日

ｅＣｏｎｓｏｌｉＴａｘご利用企業

ご担当者 各位

株式会社 ＴＫＣ

「大法人の平成２７年４月１日以後開始事業年度」の

別表１１(１)等(貸倒引当金)の作成に関するご注意（お願い）

平成２３年１２月税制改正で、大法人（銀行等一定の法人を除く）は、貸倒引当金の損

金算入制度（法法５２）の対象外となりました。また、当改正の経過措置（平成２３年１２月

改正法附則１３①）おいても、平成２７年３月３１日以前開始事業年度までの適用です。

そのため、大法人（銀行等一定の法人を除く）の平成２７年４月１日以後開始事業年度

では、貸倒引当金の繰入額は全額損金不算入となり、法人税別表１１(１)及び１１(１の

２)（以下「別表１１(１)等」といいます）の作成は不要となります。

これを踏まえた、eConsoliTaxの貸倒引当金関連の入力方法についてご説明させていた

だきます。

また、この点について、ご説明が不足していましたことをお詫び申し上げます。

１．eConsoliTaxの別表１１(１)等の計算処理に関するご説明

(1) 別表１１(１)等の記載要領では、これらの別表は、「貸倒引当金の損金算入」（法法

５２）の適用を受ける場合に限り作成することとされています。

(2) 平成２３年１２月税制改正で、「貸倒引当金の損金算入」（法法５２）の適用関係は

以下の通りとなりました。

①平成２７年３月３１日以前開始事業年度

法人の種類 「貸倒引当金の損金算入」の適用

中小法人 可

大法人 銀行等一定の法人 可

上記以外の法人※ 可（経過措置により、改正前の限度額の

３／４～１／４を損金算入可）

②平成２７年４月１日以後開始事業年度

法人の種類 「貸倒引当金の損金算入」の適用

中小法人 可

大法人 銀行等一定の法人 可

上記以外の法人※ 不可

※連結納税制度の場合には、当該法人又は連結親法人が銀行等一定の法人に該当し

ない大法人の場合にも適用不可となります。

したがって、平成２７年４月１日以後開始事業年度では、大法人で別表１１(１)等を

作成するのは、銀行等一定の法人のみとなります。
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(3) これを踏まえ、eConsoliTaxでは、平成２７年４月１日以後開始事業年度で、大法人

が別表１１(１)等を作成する場合は、銀行等一定の法人に該当するものとして、貸倒引

当金の損金算入額を計算しています。

２．eConsoliTaxでの貸倒引当金関連の入力方法

(1) 平成２７年３月３１日以前開始事業年度の場合

法人の種類にかかわらず、「貸倒引当金の損金算入」を適用できますので、貸倒引当

金繰入額がある場合は、これまで通り、別表１１(１)等のＲＰを入力してください。

(2) 平成２７年４月１日以後開始事業年度の場合

①「中小法人」又は「大法人のうち、銀行等一定の法人に該当する法人」の場合

「貸倒引当金の損金算入」を適用できますので、貸倒引当金繰入額がある場合は、

これまで通り、別表１１(１)等のＲＰを入力してください。

②「大法人のうち、銀行等一定の法人に該当しない法人」の場合

1)「貸倒引当金の損金算入」を適用できませんので、別表１１(１)等のＲＰは入力し

ないでください。（既に、別表１１(１)等のＲＰを入力済みの場合は、削除してく

ださい。）

2)貸倒引当金の繰入額がある場合は、全額損金不算入となりますので、メニュー「403.

別表4の2付表と別表5の2(1)付表1で直接申告調整する内容の入力」の「留保２」ＲＰ

で、当該貸倒引当金の繰入額を直接入力（加算）してください。

（次頁へ）
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３．株式会社ＴＫＣの対応（緊急改訂）

(1) 計算処理時の注意メッセージの追加

大法人が平成２７年４月１日以後に開始する事業年度で、別表１１(１)等を作成して

いる場合、計算処理時に注意メッセージを表示するよう、平成２７年度eConsoliTaxの

計算プログラムを、平成２７年７月１３日(月)の９時までに修正を行います。

(注)当プログラム修正は、ＴＩＳＣのサーバー・プログラムの修正のため、各パソコンに

インストールされているシステムのバージョンアップ(提供)はありません。

(2) 入力インタフェースの改善

eConsoliTaxの今後の改訂時に、別表１１（１）等のＲＰの入力画面に注意メッセー

ジを表示する等の改善を予定しています。詳細につきましては、別途ご案内させていた

だきます。

以 上


